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【手続補正書】
【提出日】平成28年8月2日(2016.8.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｂ型骨ゼラチンの酵素的加水分解により生成されるコラーゲン加水分解物であって、こ
こで前記コラーゲン加水分解物が、少なくとも５０重量％の、１，５００Ｄａ～１３，５
００Ｄａの分子量を有し、そして４，５００～６，０００の範囲の平均分子量を有するペ
プチドから形成される、コラーゲン加水分解物。
【請求項２】
　前記骨ゼラチンが、脊椎動物の骨由来のコラーゲンのアルカリ分解によって生成される
、請求項１に記載のコラーゲン加水分解物。
【請求項３】
　前記骨ゼラチンが５．５未満の等電点を有する、請求項１又は２に記載のコラーゲン加
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水分解物。
【請求項４】
　前記ペプチドが、１５％未満のグルタミン残基及び／又はグルタミン酸残基、及びアス
パラギン残基及び／又はアスパラギン酸残基の全体のアミド化レベルを有する、請求項１
～３のいずれか１項に記載のコラーゲン加水分解物。
【請求項５】
　前記コラーゲン加水分解物の２０重量％の水溶液が、２５℃で、５ｍＰａ．ｓ超の粘度
を有する、請求項１～４のいずれか１項に記載のコラーゲン加水分解物。
【請求項６】
　前記コラーゲン加水分解物が、３００ｐｐｍ未満のアンモニウム、硫黄及びリン酸塩含
量をそれぞれ有する、請求項１～５のいずれか１項に記載のコラーゲン加水分解物。
【請求項７】
　前記コラーゲン加水分解物が、枯草菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ ｓｕｂｔｉｌｉｓ）由来の
中性エンドプロテアーゼで前記ゼラチンを加水分解することにより生成される、請求項１
～６のいずれか１項に記載のコラーゲン加水分解物。
【請求項８】
　前記コラーゲン加水分解物が、４０℃～６０℃の温度で、２０分間～４０分間、前記エ
ンドプロテアーゼの作用を介して生成される、請求項７に記載のコラーゲン加水分解物。
【請求項９】
　骨の健康を維持し及び／又は改善するための活性成分としての請求項１～８のいずれか
１項に記載のコラーゲン加水分解物。
【請求項１０】
　閉経後骨粗鬆症を予防し及び／又は処置するための活性成分としての請求項１～８のい
ずれか１項に記載のコラーゲン加水分解物。
【請求項１１】
　前記コラーゲン加水分解物が、栄養サプリメントとして処方される、請求項９又は１０
に記載のコラーゲン加水分解物。
【請求項１２】
　１ｇ～１５ｇの前記コラーゲン加水分解物の１日の経口摂取を提供する、請求項１１に
記載のコラーゲン加水分解物。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載のコラーゲン加水分解物及び１つ以上のプレバイ
オティクスを含む栄養サプリメント。
【請求項１４】
　前記プレバイオティクスが、オリゴ糖及び／又は多糖類から選択される、請求項１３に
記載の栄養サプリメント。
【請求項１５】
　クエン酸カルシウム、乳酸カルシウム、グルコン酸カルシウム、グルコン酸乳酸カルシ
ウム、ラクトビオン酸カルシウム及びそれらの混合物から選択される１つ以上の可溶性カ
ルシウム塩をさらに含む、請求項１３又は１４に記載の栄養サプリメント。
【請求項１６】
　ビタミンＣ、ビタミンＤ、ビタミンＤ3、ビタミンＥ、ビタミンＫ及びそれらの代謝物
から選択される１つ以上のビタミンをさらに含む、請求項１３～１５のいずれか１項に記
載の栄養サプリメント。
【請求項１７】
　フッ化塩、カリウム塩及びマグネシウム塩から選択される１つ以上のミネラルをさらに
含む、請求項１３～１６のいずれか１項に記載の栄養サプリメント。
【請求項１８】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載のコラーゲン加水分解物を生成するための方法で
あって、以下のステップ：
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　５重量％～２０重量％の濃度でＢ型骨ゼラチンの水溶液を生成し、
　ゼラチンの量に対して、１重量％～４重量％の量で枯草菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ ｓｕｂ
ｔｉｌｉｓ）由来の中性エンドプロテアーゼを添加し、
　４０℃～６０℃の温度で、そして５．５～６．５のｐＨ値で、２０分間から４０分間、
ゼラチンにエンドプロテアーゼを作用させ、そして
　エンドプロテアーゼを熱不活性化する
ことを含む、方法。
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